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７月は犯罪や非行防止と更生への理解を深める“社会を明るくする運動”の強化月間です。

朗読ボランティア活動再開

コロナ禍で活動を休止していた、視覚障がいのある
人へ市広報や社協だより等の情報を朗読ボランティア
がテープに録音し貸し出す事業が再開しました。

今年度よりカセットテープへの録音からパソコン編
集によるCD録音（デイジー図書）に変更し貸し出しを
行っています。

まだ利用していない視覚障がいのある人や目の不自
由な人はぜひご利用ください。（朗読ボランティアも募
集していますので、気軽に問い合わせください）。
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※本紙では「社会福祉協議会」を「社協」と表記しています。　＊本紙は市民のみなさんからお預かりした会費により発行しています。
※本紙では、障がいのある人の人権をより尊重するため、法令や固有名称等を除いて「障害」ではなく「障がい」と表記しています。
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令和５年度 事業計画
■ 基本方針 〜 みんなが輝く どんなときも支え合える 理想のまち 〜

■ 重点事項

地域福祉を取り巻く課題として、老老介護、ヤングケアラー、虐待、子どもの貧困、引きこもり、8050問題など
深刻な課題が露呈してきており、複雑、複合的なものとなっている中、以下の事業を重点的に進めて参ります。

（１）第４期地域福祉活動計画策定に向けた取り組み
（２）事業継続計画（BCP）と災害体制強化
（３）地域共生社会実現に向けた取り組み
（４）誰ひとり取り残さない社会の実現に寄与する事業の推進と人材育成

■ 法人運営
・インボイス制度、電子帳簿保存法の改正等の制度に対応し、適正な会計経理を行う。
・災害時に備えた事業継続計画（BCP）策定だけにとどまらず、平常時でも常にリスクに対応できるよう職員の意識を高めていく。
・県社協からの災害時ブロック派遣要請には積極的に応じ、他市町村社協との連携を強化する。

■ 地域福祉事業
・日常生活自立支援事業の基幹化初年度を振り返り、判断能力が不十分な利用者への生活支援がより充実するように、事業協

力者である生活支援員や関係機関との連携を強化する。
・令和７年度からの第４期地域福祉活動計画を策定するため、市と連携して地域の福祉課題の把握と解決に向けた各種調査活

動を進める。

■ ボランティア育成支援事業
・地域のニーズに応じたボランティア講座を開催してボランティア登録者を増強するとともに、講座終了後にボランティア活

動を実践するための場を紹介できるように情報収集と開拓を推進する。
・地元企業の社会貢献活動と地域の福祉活動が連携できるように、ボランティアセンターのコーディネート機能を強化する。
・災害ボランティアセンター設置・運営マニュアルを見直し、災害時に備えて円滑に被災者支援ができるよう、みどり市で実

施される群馬県総合防災訓練に参画する。

■ 在宅福祉事業
・在宅生活する高齢者の情報を効率よく円滑に収集するため、計画的に実態把握・訪問調査を実施する。
・地域住民、民生委員等と、日頃から顔の見える関係性を築き、コミュニケーションを密に図り、連携体制を強化する。

■ 高齢者福祉事業
・敬老旅行・高齢者の生きがいと健康づくり推進事業等では、広く高齢者ニーズの把握や他市町村社協の取り組みを調査し、

今までの実施形態にとらわれず、安全に実施できるよう柔軟に取り組む。

■ 障がい者福祉事業
・視覚障がい者等に公的な情報を提供することを目的に実施している録音図書の貸し出しにおいて、利用者の利便性と事業の

継続性を向上させるため、録音媒体のデジタル化を進める。

■ 児童福祉事業
・新規事業として認知症サポーター小学生養成事業を実施し、幼少期から認知症への理解を深め、温かい心を育むための福祉

教育を推進する。

■ 母子父子寡婦福祉事業
・ひとり親世帯がどのような課題を抱えているか事業を通じて把握し、それらの課題解消に向けた取り組みを行い、母子父子

福祉を推進する。

■ 援護事業
・生活困窮者自立相談支援事業、法外援護事業、生活福祉資金貸付事業、日常生活自立支援事業などの社協事業に加え、市の

関係部署や民間の福祉事業所との連携を促進し、包括的な生活困窮者の自立を支援する。

■ 福祉資金貸付事業
・生活困窮者自立相談支援機関や市の関係部署、県社協と情報共有し、適切かつ有効な資金貸付を行う。
・関係機関との連携のもと計画的に償還されていない借受人に対する戸別訪問を実施し、生活実態の把握と自立に向けた助

言・指導を行う。

■ 共同募金事業
・様々な事業を通じて地域の福祉ニーズを把握し、既存の制度や事業では対応できない課題に対して募金の配分金を柔軟に活

用する。

■ 居宅介護等事業
・業務の効率化と質の高い利用者支援を継続していくため、経営安定化に向けた対策等、事業所全体で模索していく。

■ 施設管理運営
・施設の感染症対策、避難訓練、不審者対策訓練等を実施し、利用者が安心安全に利用できるよう管理運営する。
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収 入
628,782

前期末支払資金残高
17,002（2.7％）

会費収入 7,650（1.2％）

寄付金収入
536（0.1％）

経常経費補助金収入
133,291（21.2％）

受託金収入
263,824（42.0％）

貸付事業収入 100（0.1％）

事業収入 2,528（0.4％）

負担金収入
42,531（6.7％）

介護保険事業収入
84,433（13.4％）

障害福祉サービス等事業収入
4,776（0.8％）

受取利息配当金収入
40（0.1％）

その他の収入
4,417（0.7％）

積立資金取崩収入
21,045（3.3％）

拠点区分間繰入金収入 5,110（0.8％）

サービス区分間繰入金収入 29,538（4.6％）
その他の活動による収入 11,961（1.9％）

令和５年度  収支予算
■ 収支予算

収　入

支　出

単位（千円）
勘定科目 金　額

1 会費収入 7,650
2 寄付金収入 536
3 経常経費補助金収入 133,291
4 受託金収入 263,824
5 貸付事業収入 100
6 事業収入 2,528
7 負担金収入 42,531
8 介護保険事業収入 84,433
9 障害福祉サービス等事業収入 4,776
10 受取利息配当金収入 40
11 その他の収入 4,417
12 積立資金取崩収入 21,045
13 拠点区分間繰入金収入 5,110
14 サービス区分間繰入金収入 29,538
15 その他の活動による収入 11,961
16 前期末支払資金残高 17,002

合　計 628,782

単位（千円）
勘定科目 金　額

1 人件費支出 410,063
2 事業費支出 92,230
3 事務費支出 36,983
4 貸付事業等支出 200
5 共同募金配分金事業費 4,519
6 助成金支出 8,890
7 支払利息支出 100
8 固定資産取得支出 5,615
9 ファイナンス・リース債務の返済支出 2,009
10 積立資産支出 13,643
11 拠点区分間繰入金支出 5,110
12 サービス区分間繰入金支出 29,538
13 その他の活動による支出 11,431
14 予備費支出 8,451

合　計 628,782

支 出
628,782

サービス区分間繰入金支出
29,538（4.7％）

人件費支出
410,063（65.2％）

事業費支出
92,230（14.7％）

事務費支出
36,983（5.9％）

予備費支出 8,451（1.3％）

その他の活動による支出
11,431（1.8％）

貸付事業等支出
200（0.1％）

共同募金配分金事業費
4,519（0.7％）

助成金支出 8,890（1.4％）

支払利息支出 100（0.1％）

固定資産取得支出
5,615（0.9％）

ファイナンス・リース債務の返済支出
2,009（0.3％）

積立資産支出 13,643（2.1％）
拠点区分間繰入金支出 5,110（0.8％）
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令和４年度  事業報告・収支決算

■ 令和４年度　収支決算
収 入 単位：円 支 出 単位：円

総 額
602,517,351

経常経費補助金収入
128,096,301
（21.3%）

寄付金収入 1,228,075（0.2%）
会費収入 7,490,500（1.3%）

受託金収入
239,690,610
（39.5%）

貸付事業収入 47,000（0.1%）

負担金収入 36,336,650（6.0%）

介護保険事業収入
76,215,048
（12.8%）

事業収入 2,335,043（0.4%）

障害福祉サービス等
事業収入

5,167,340（0.8%）

受取利息配当金収入
4,105（0.1%）

その他活動による収入
9,655,440（1.5%）

積立資金取崩収入
52,973,312（8.9%）

その他の収入
3,258,733（0.5%）

前期末支払資金残高 40,019,194（6.6%） 福祉施設運営事業拠点
20,708,083（3.7%）

学童クラブ
事業拠点
80,850,006
（14.3%）

障害者福祉サービス事業拠点
64,809,995（11.3%）

介護サービス
事業拠点
113,178,998
（20.0%）

高齢者福祉施設事業拠点
33,679,405（5.9%）

福祉基金拠点 2,165（0.1%）

総 額
567,201,246

法人運営事業拠点
253,972,594
（44.7%）

■ 令和４年度　事業報告
【法人運営事業拠点】
 法人運営 
理事会・評議員会等の適宜開催
会員制度の充実強化
非常時に備えた事業継続計画の策定
社協広報紙・ホームページによる情報発信

など

 地域福祉事業 
日常生活自立支援事業
地域福祉活動推進事業
心配ごと相談事業
入れ歯リサイクル事業
貸出事業(市民活動用具・福祉体験用具)
各種福祉団体への活動支援　など

 ボランティア育成支援事業 
善意銀行
ボランティアセンター
災害ボランティアセンター
ボランティア養成講座　など

 在宅福祉事業 
安心支援事業
在宅高齢者支援機関運営事業
配食サービス事業
寝たきり高齢者理容サービス事業
福祉車両貸出事業
日常生活用具貸出事業
家族介護者交流事業

 高齢者福祉事業 
地域包括支援センター事業
生活支援体制整備事業
介護予防普及啓発事業
敬老旅行事業
敬老行事地区事業
高齢者の生きがいと健康づくり推進事業
ひとり暮らし高齢者交流事業

 障がい者福祉事業 
障害者意思疎通支援事業
障害者意思疎通支援奉仕員養成講座
心身障害者療育訓練事業
視覚障がい者等録音テープ貸出事業
福祉パレードへの協力
障がい者喫茶「ぺちゃくちゃ」の運営支援

 母子寡婦福祉事業 
若年ひとり親家庭の組織化活動支援
若年ひとり親家庭の集いの実施

 援護事業 
生活困窮者自立支援事業
法外援護費支給事業
行路人貸付事業
交通遺児就学援助金給付事業
戦没者遺族援護事業

 福祉資金貸付事業 
小口生活資金貸付事業
生活福祉資金貸付事業への協力

 共同募金事業 
赤い羽根一般募金配分事業
地域歳末たすけあい募金配分事業
共同募金会みどり市支会への協力

【学童クラブ事業拠点】
 児童福祉・福祉教育・施設管理事業 
児童健全育成活動
学童・生徒の福祉教育活動推進事業
笠懸小学童クラブ
笠懸西小学童クラブ
笠懸東学童クラブ

【高齢者福祉施設事業拠点】
 施設管理運営事業 
老人福祉センター
高齢者生活福祉センター

【介護サービス事業拠点】
 居宅介護等事業 
居宅介護支援事業
訪問介護事業
通所介護事業
総合事業(訪問介護・通所介護)

 障害者居宅事業 
居宅介護事業

【福祉基金拠点】
 福祉基金事業 

【障害者福祉サービス事業拠点】
 施設管理・障がい者福祉事業 
障害者福祉センターの運営
　①地域活動支援センター
　②障害者デイサービスセンター
　③相談支援事業所
つばさまつり
障がい者喫茶「ぺちゃくちゃ」の運営支援

【福祉施設運営事業拠点】
 施設管理運営事業 
厚生会館　　　老人憩の家（笠懸・大間々）

※新型コロナウイルスの影響で中止となった事業も掲載しています。
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このページでは、社協で行っている事業や取り組みについてお伝えします。

▼ みどり市障害者福祉センターでは以下のサービスを実施しています ▼

見学やサービスを利用したい人は、気軽に問い合わせください。

〒379-2311
みどり市笠懸町阿左美1567−２
TEL 76−4800　FAX 76−4881

〈アクセス〉
・電話でバス「164パル文化ホール」バス停から
　徒歩３分
・JR岩宿駅から徒歩15分
・東武鉄道阿左美駅から徒歩30分

みどり市障害者福祉センター

●  各部署の事業や取り組みの紹介  ●

開館日時　毎週月曜日〜金曜日
　　　　　（９：00 〜 17：00）
休 館 日　土・日・祝日、年末年始
対 象 者　市内に在住で障がい者・児等※

問合せ先　TEL  76-4700（直通）

【支援内容】
障がい者・児の基本的な相談に応じるととも

に、障がい福祉サービス等の利用に関する相談
及び利用計画作成のための支援を行います。

※福祉手帳の交付を受けていない人や難病の人、心身
の状態に不安を感じている人などの相談にも応じて
います。

開館日時　毎週月曜日〜金曜日
　　　　　（９：00 〜 16：00）
休 館 日　土・日・祝日、年末年始
対 象 者　市内に在住で 15 歳以上の
　　　　　障がい者等
利用定員　40 人
　　　　　（西館）25 人、（東館）15 人

【活動内容（西館）】
自立生活に向けた生産活動や創作活動、地

域交流に取り組んでいます。

〈生産活動〉
　・ウレタンシール貼り合わせ
　・農作業　・喫茶業務（笠懸公民館内）等

【活動内容（東館）】
自立生活に向けた活動プログラム（調理実習、

軽運動、外出活動など）を利用者との話し合い
で作成し活動に取り組んでいます。

開館日時　毎週月曜日〜金曜日　
　　　　　（９：00 〜 16：00）
休 館 日　土・日・祝日、年末年始
対 象 者　市内に在住で 15 歳以上の
　　　　　重度心身障がい者等
利用定員　６人

【活動内容】
障がい者の地域生活を支援し日常的に介護

を行う家族の負担軽減を図ることを目的とし、
生活訓練、レクリエーション、入浴サービス
などを提供しています。

障害者デイサービスセンター

相談支援センター つばさ

地域活動支援センター つばさ

※写真は生産活動の様子
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ボランティア活動保険取り扱い変更のお知らせ
５月８日より新型コロナウイルスの法律上の分類が「第５類感染症」に移行した

ことにより、ボランティア活動保険の保険金のお支払い対象が変更となりました。
加入者ならびに加入を検討している、もしくはご不明な点等のある人は、下表を

確認いただき、受付窓口まで問い合わせください。

＜プラン一覧＞
基本プラン 天災・地震補償プラン 特定感染症重点プラン

補償内容 補償開始日から 10 日以内は補償対象外 補償開始日の初日から補償

特定感染症
1 類から 3 類 ○○ ○○ ○○

新型コロナウイルス
感染症 × × ×

■ボランティア保険加入受付窓口　社協 本所 76−4111　大間々支所 47−7066　東支所 97−2828

大間々支所の
　　電話番号が変わりました

大間々支所は、令和５年４月１日から、みどり市役所大間々庁舎内（大間々町大間々
1511）に移転しました。

移転に伴い、電話番号が変わりましたので、よろしくお願いいたします。

47−7066　　　72−4051

共同募金配分申請を受け付けます共同募金配分申請を受け付けます（令和６年度事業）（令和６年度事業）
みどり市共同募金委員会では、令和５年度の「赤い羽根共同募金」を財源として、以下の通り地域配

分の申請を受け付けます。詳細については事務局まで問い合わせください。

受 付 期 間 ７月３日（月）〜７月31日（月）

配 分 対 象 市内の子育て支援サービスを実施予定の認可保育園、認定こども園、こども食堂や
障がい児・者への支援を実施する地域活動支援センター

限 度 額 １施設１事業８万円

申 請 方 法 所定の申請書（データ提供可能）に必要書類を添えて事務局へ提出ください

事 務 局 みどり市共同募金委員会 76−4111

●義援金を受け付けています●
現在、以下の義援金を窓口で受け付けています。義援金は、群馬県共同募金会を通じて被災地の共同

募金会へ送られ、被災地の復興と被災者の支援に役立てられます。
詳細については、社協のホームページまたは群馬県共同募金会のホームページを確認ください。

<義援金の名称と受付期限>
・令和５年５月能登地方地震災害義援金　　令和５年９月29日

令和５年４月１日より、「共同募金会みどり市支会」から「みどり市共同募金委員会」へ名称変更しました。

みどり市共同募金委員会からのお知らせ

TEL FAX

Twitter（社協公式SNS）のフォローお待ちしています。（ID：midori_shakyo） 社協だより　第67号（6）



◦ 参加者募集のお知らせ ◦

災害を身近に感じるための講座を開催します
昨今、異常気象による大雨・洪水、地震などの災害が頻発しています。本会では災害を身近に感じてもら

うことをテーマとした講座を開催します。
当日は、地震体験車による地震体験やボランティアによる炊き出しの提供がありますので、ぜひ、親子で！

お孫さんと！お友達と！参加しませんか。

■日　　時　令和５年７月27日(木)　10：00〜14：30
■開催場所　笠懸公民館(笠懸町阿左美1581-１)
■講座内容　（１）防災知識と対策のお話
　　　　　　（２）地震体験車による地震体験
　　　　　　（３）日用品でできる防災グッズづくり
　　　　　　（４）カードゲームと解説「クロスロード(ボランティア編)」
■参加資格　市内在住・在勤・在学の人
■募集人数　30人(先着順)　※定員に達し次第締切
■参 加 費　無料
■申込期限　令和５年７月20日(木)
■申 込 先　社協へ電話(76-4111)、
　　　　　　またはQRコードから申し込みください。

家族や地域、職場でもきっと役に立つ！！

「傾聴の基本を学ぶ」
「傾聴」は相手の話を聞くだけではなく、共感することでもあります。コミュニケーションスキルの

ひとつでもある傾聴について学んでみませんか。

■日　　時 令和５年８月30日(水)　13：30〜15：00
■開催場所　笠懸公民館　１階　交流ホール(笠懸町阿左美1581-１)
■講　　師　NPO法人　日本傾聴ボランティア協会　山田 豊吉 氏
■参加資格　市内在住・在勤の人
■参 加 費　無料　　■申込期限　令和５年８月25日(金)
■申 込 先　社協へ電話(76-4111)、またはQRコードから申し込みください。

高齢者のいきがいと健康づくりを目的として「カラオケ大会」を以下の通り開催いたします。みなさんの
自慢の歌声を聞かせてください！

大間々老人憩の家

“納涼”カラオケ大会
■日　　時　令和５年８月４日（金）13：00〜16：00
■場　　所　大間々老人憩の家
■参加資格　市内在住60歳以上の人
■人　　数　25人（先着順）
■参 加 費　100円
■申込期間　令和５年７月18日（火）〜８月１日（火）
■申 込 先　大間々老人憩の家（72−1620）

笠懸老人憩の家

第43回カラオケ大会
■日　　時　令和５年７月31日（月）９：00〜12：00
■場　　所　笠懸老人憩の家　広間
■参加資格　市内在住60歳以上の人
■人　　数　25人（先着順）
■参 加 費　100円
■申込期間　令和５年７月12日（水）〜７月24日（月）
■申 込 先　笠懸老人憩の家（76−5064）

老人憩の家老人憩の家 カラオケ大会参加者募集 カラオケ大会参加者募集

傾聴ボランティア
養成講座

申込フォームは
こちら

申込フォームは
こちら
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グラウンドゴルフ大会

手話講習会（基礎）

スマイルボウリング大会

手話講習会（入門） 手話体験教室

市老連スポーツ大会で熱戦！！
第18回グラウンドゴルフ大会（６月１日（木）あすかホールグラウンドゴルフ場）と第18回スマイルボウ

リング大会（６月22日（木）多世代交流館）が行われました。
２つのスポーツ大会は、老人クラブ連合会主催で健康づくりと介護予防を目的とし、各地区の予選で勝ち

上がった選手（グラウンドゴルフ大会は118人、スマイルボウリング大会は９チーム58人）が参加し、熱戦
を繰り広げました。

グラウンドゴルフ大会では団体の部で笠懸地区、個人の部では籾山和子さんが優勝、スマイルボウリング
大会では笠懸２区チームが優勝しました。

あ話題 れこれ

手話講習会・手話体験教室を実施
初めて手話に触れる人を対象とした手話体験教室を５月17日（水）に実施しました。市ろう者協会の人が

講師となり、参加者21人が簡単な手話や伝言ゲームで楽しく手話を学んでいました。
また、手話を初めて学ぶ19人が参加する手話講習会（入門編）が６月14日（水）から、昨年度入門編を終了し、

ステップアップ講座を受講した５人が参加する手話講習会（基礎編）が５月11日（木）から開講しています。
基礎編は11月２日（木）までの毎週木曜日全25回、入門編は11月８日（水）までの毎週水曜日全21回の講座で、
約半年間手話についての理解や技術の向上を目指します。

このコーナーでは桐生市社会福祉協議会からのお知らせを掲載するコーナーです。
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善意銀行への寄贈は各支所でも受け付けております。　◆大間々支所 72 − 4054　◆東支所 97 − 2828

ペットボトルキャップ・プルタブ
回収についてのお願い

★醤油やお酒等の大きめなキャップや金属製
のキャップ

★濡れていたり、泥・虫等が付いて汚れが激
しいもの

については、回収をお断りする場合もあります。
　また、キャップ・プルタブ・切手は、混ざること
のないよう、必ず別の袋や容器に入れてください。
ご協力をお願いいたします。

善意銀行への寄付は各支所でも受け付けています。　◆大間々支所 47 − 7066　◆東支所 97 − 2828

金銭の部
・みどり市商工会 211,330円
・大間々グラウンドゴルフ協会 22,887円
・匿名 26,785円

その他物品
・冨場由美子 バッグ1点
・㈱下井田製作所 タオル44本
・笠懸町商工会女性部 タオル163本
・永田接子 紙パンツ２袋
・鐵馬＆鐵姫食堂 タオル18本
・高野佳枝 お手玉200個
・匿名 紙オムツ５袋、下着３点、くつ２点

ペットボトルキャップ・プルタブ・使用済切手・使用済カード・ベルマーク・その他
・赤津喜八郎
・浅井知年
・阿左美美枝子
・新井巖雄
・新井里乃
・石井優陽
・石井妃那
・石川みどり
・石原啓子
・磯村梓・良子
・稲垣愛夫
・稲村初江
・井野口宙・遥・爽
・今泉とも枝
・今泉弘
・岩崎至弘
・江森堅治
・遠藤美江子
・尾池啓史
・大塚武男
・大宅康平
・大橋寿之
・小熊紗代子
・金山鶴洙
・金子奄子
・笠間エイコ
・金井恵子

・鏑木保輝
・川﨑元子
・木村喜代子
・木場春夫
・木村喜夫
・児玉美代子
・小林咲希
・小林澄江
・近藤博一
・清水美幸
・鈴木崇浩
・直公乃
・千本木勝子
・髙橋知代
・武井礼・遥
・田村秀子
・土谷芳治
・萩原聖子
・深澤富美子
・吹野昌幸
・福田宏美
・藤生久恵
・堀内彩佳
・松井洋子
・丸尾フク代
・丸山嘉子
・丸山芳徳

・籾山高大
・森三枝子
・山中富夫
・渡邉那智・甲斐
・東町女性会
・大間々９区女性部
・㈲大間々急送
・大間々５区婦人会
・大間々ゴルフクラブ
・大間々13区延寿の会
・大間々町10区福祉部
・大間々７区寿会女性部
・大間々７区生涯学習
・大間々東中学校
・小野タイル
・笠懸９区グラウンドゴルフ部
・笠懸９区親老会
・笠懸町商工会女性部
・笠懸町花の会
・笠懸町婦人会
・笠懸図書館
・かさかけの里
・桂建設㈱
・カレーうどんの山本屋
・カーブス  大間々
・桐生大学
・桐生大学グリーンアリーナ

・健康体操部
・㈲小林自動車従業員一同
・コープぐんまボランティア
　　くらたす
・広和製作所
・さわやかクラブ
・㈱下井田製作所
・シルバー気功太極拳
・シルバー人材センター東支所
・社会福祉法人あざ美会エコー
・手話愛好会
・旬菜食酒 味彩
・NPO法人生命の貯蓄体操
　　普及会みどり準支部
・㈱小さな願い
・鐵馬＆鐵姫食堂
・㈲銅林工業所
・はなもも　代表 高倉旗枝
・ボートレース桐生警備員一同
・みどり市自然友の会
・みどり市商工会女性部
・みどり市役所 社会福祉課
・みどり地区更生保護女性会
　　笠懸支部
・みどりふれあいサポーター
・優hi那
・匿名多数

エコキャップは
現在 14,392,570 個 です

9,227人分の
ポリオワクチンになります！！

プルトップは
現在 1,263.2㎏ です

あと336.8㎏で
車いす１台と交換されます

善意銀行の案内善意銀行の案内
■善意銀行とは…

みなさんの善意の寄付(お金や物品)をお預かりし、その善意をさまざまな福祉の分野で役立てようとするものです。
個人・団体・法人からの寄付を受け付けています。　※日用品などの物品の預託については未使用品に限ります。

善意銀行への寄付ありがとうございます（令和５年２月１日〜令和５年５月31日）（敬称略）

善意銀行への寄付（預託）は、所得控除を受けることができます。
みなさんの善意をお待ちしています！

▲みどり市商工会様

▲笠懸町商工会女性部様

本所入口に匿名の人専用BOXを
設置しました！

ぜひ、ぜひ、
ご利用ください！ご利用ください！
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生活・福祉・金銭・家庭の問題など生活の中でのあらゆる
悩みごとや心配ごとについて相談に応じます。気軽に相談
してください。

期　日 会　場 時　間 弁護士相談

７月

5日(水) 笠懸 9:00〜15:00 〇
10日(月) 東 10:00〜12:00
18日(火) 大間々 13:00〜15:00
25日(火) 笠懸 9:00〜15:00

８月

7日(月) 笠懸 9:00〜15:00 〇
10日(木) 東 10:00〜12:00
17日(木) 大間々 13:00〜15:00
25日(金) 笠懸 9:00〜15:00

９月

5日(火) 笠懸 9:00〜15:00
11日(月) 東 10:00〜12:00
15日(金) 大間々 13:00〜15:00 〇
25日(月) 笠懸 9:00〜15:00

相談窓口の案内 〜生活困窮者自立支援事業〜

ひとりで悩まず、まずは相談くださいひとりで悩まず、まずは相談ください

〜 こんな相談・支援が受けられます 〜
自立相談支援 生活全般の困りごとについて相談することで、自立に向けた解決方法を一緒に

考えます。

就労準備支援 働くための前段階の準備として、様々な活動を通した支援が受けられます。
例：体力づくり、ビジネスマナー、コミュニケーションに係る活動等

家計改善支援 くらしとお金について相談することで、専門家からの助言や提案を受けられます。
例：家計の支出の確認、ファイナンシャルプランナーによる助言等

こんなことで
困って

いませんか？

仕 事

お 金

健 康

生 活

　　弁護士無料相談　　弁護士無料相談
左記○○印の日程の13:00〜15:00になります

要予約

笠 

懸

 会場  笠懸老人憩の家
 問合せ先 
みどり市社会福祉協議会本所（笠懸町鹿250番地）

TEL 76-4111　FAX 76-2828

大
間
々

 会場  厚生会館（大間々町桐原81番地2）

 問合せ先 
みどり市社会福祉協議会大間々支所（大間々町大間々1511番地）
※みどり市役所大間々庁舎内
TEL 47-7066　FAX 72-4051

東

 会場  高齢者生活福祉センター
 問合せ先 
みどり市社会福祉協議会東支所（東町花輪114番地3）

TEL 97-2828　FAX 97-3738
※大間々会場の場所は厚生会館となりますのでご注意ください。

生活困窮者自立相談支援機関
（みどり市役所社会福祉課内）

住所：笠懸町鹿2952番地
TEL：76−0975

■ 〒379−2313  みどり市笠懸町鹿250番地
■ TEL（0277）76−4111　FAX（0277）76−2828
■ ホームページ　https://md-shakyo.jp/
■ メールアドレス　base-office＠midori-shakyo.or.jp

◆ みどり市社協だよりについての感想・問い合わせは …

次号（第68号）は令和５年９月発行予定です（年４回発行）

社会福祉法人

みどり市社会福祉協議会

心心 配配 ごご とと 相相 談談
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